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令和 6 年 7 月の大雨災害により住宅が被害にあわれて、国の被災者生活再建支援制度の

対象とならない半壊、準半壊、一部損壊の世帯の方々に支援します。 

【 申 請 期 限 】 令和８年２月２７日まで 

       ※予算額に達した場合は、受け付けを終了します。 

【実績報告書提出期限】 令和８年２月２７日まで 

※工事完了日から１ヶ月後を目途に提出をお願いいたします。 

併用可能な「災害救助法の住宅の応急修理」も合わせて申請ください。 

≪補助対象工事≫ 

以下の①～②すべてに該当するもの 

①自らが居住している住宅の浸水被害による復旧又は修繕工事（床工事等、ボイラーやエア

コンの修理交換等）。 

※工事に併せて行う場合の泥の掻き出し・床下の消毒も対象になります（単独は不可）。 

②罹災証明書で「半壊、準半壊、一部損壊（床下浸水）」が認められた住宅。 

※ 着工後の申請も可能ですが、工事前・工事中の写真が必要になります。 

※ 店舗、事務所、空き家、車庫や物置等は対象になりません。 

・令和６年７月２５日以降の工事が対象。 

・災害救助法に基づく応急修理工事は対象になりません。（別途工事可） 

・中規模半壊以上の場合、被災者再建支援法による支援制度があります。 

≪補助金の基準額≫ 

浸水被害による復旧工事等に要する費用の１／２を補助 上限４５万円 

例 工事費１００万円の場合、４５万円を補助 

  工事費５０万円の場合、２５万円を補助  ※工事費は５万円以上が対象になります。 

令和６年７月大雨によってお住まいが浸水被害にあわれた皆さまへ 

浸水住宅復旧緊急支援の補助金のご案内 

《酒田市浸水住宅復旧緊急支援補助金》 【３月１３日版】 

 



≪申請に必要な書類≫ 

（1） 申請書（様式第１号） 

（2） 工事の内容がわかる工事計画概要書（様式第２号） 

（3） 工事の見積書写し 

（4） 工事前の状況がわかる写真等（着工後に申請する場合は工事中も添付） 

（5） 罹災証明書の写し 

（6） その他必要な書類等 

≪手続きの流れ≫ 

 
※審査により、交付申請金額が全額交付されないことがありますので、ご注意ください（交

付決定時にお知らせいたします）。 

 

補助金交付申請

審査

交付決定

着工

工事完成

補助金実績報告

審査

補助金額口座振込

≪お問い合わせ窓口≫酒田市建設部建築課  

TEL：26-5749 

申請から交付決定まで、約１０日間 

報告書提出から振込まで、約１か月 

【実績報告時の必要書類】 

提出期限：令和８年２月 2７日まで 

※工事完了日から１ケ月後を目途に 

提出をお願いいたします。 

【実績報告時の必要書類】 

・実績報告書（様式第４号） 

・契約書の写し又は、領収書の写し 

・工事中及び工事完了写真 

・請求書 

（補助金の振込先を記入いただくもの） 


